
様式１

Ⅰ　団体の概要
（令和3年4月1日現在）

Ⅱ　点検評価（団体の必要性）

１ 団体の設立目的（定款）

２ 団体が果すべき使命・役割

３ 団体を取り巻く環境

点検評価表（外郭団体）

団　　体　　名 公益社団法人静岡県農業振興基金協会

所　　在　　地 静岡市駿河区曲金三丁目8番1号 設立年月日 昭和56年8月25日

代　　表　　者 理事長　　青山　吉和 県 所 管 課 経済産業部農業戦略課

運営する施設 -

団体ホームページ http://group.ja-shizuoka.or.jp/kikin

出資者 出資額（千円） 比率（％） 役職員の状況（人）

静岡県 2,000,000 49.9  常勤役員 0  常勤職員 1 

静岡県経済農業協同組合連合会 390,000 9.8  うち県OB 0  うち県OB 1 

静岡県信用農業協同組合連合会 340,000 8.5  うち県派遣 0  うち県派遣 0 

全国共済農業協同組合連合会 230,000 5.8  非常勤役員 14  非常勤職員 2 

その他 1,041,000 26.0 役員 計 14 職員 計 3 

基本財産（資本金） 計 4,001,000 100.0 

区　分 内　　　　容

設立に係る根拠法令等
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」

団体の沿革
昭和56年8月25日　社団法人静岡県農業振興基金協会　設立
平成24年4月1日　 公益社団法人静岡県農業振興基金協会に組織変更

農業及び農村が地域社会に果たしている役割の重要性にかんがみ、生産性及び収益性の高い農業
の育成並びに経営意欲のある農業者等の育成及び確保並びに魅力ある農村環境の整備に関する
事業を行い、静岡県の農業及び農村の振興に寄与することを目的とする。(定款第3条)

農業団体と県が一体となって、きめ細かい本県農業の振興施策を長期的かつ計画的に展開するた
め、基本財産の運用益をもって、農業関係機関・団体や農業者グループ等の自主的な取組みに対し
て助成措置を講ずることにより、本県農業の振興や農村地域の活性化を図る。

　団体を取り巻く社会
　経済環境の変化や
　新たな県民ニーズ

近年、農業者・団体において県産品の販路の確保・拡大に関する取組実績が
多く、特に農産物マーケティング事業に対する需要が増えている。

 行政施策と団体活動
 との関係（役割分担）

 民間企業や他の団体
 との関係（役割分担）

行政機関を含め農業振興のための助成事業を全県的に実施している団体は
他になく、その助成対象は県域組織だけでなく地域の生産者組織等まで幅広
く助成を実施している。そのため、県行政においては一定規模以上の農業者
等を「ビジネス経営体」と位置づけ、担い手の中心としてその育成を重点施策
としているが、農業基金協会においては農村における自主的な取組みに対し
てもきめ細やかな支援を展開している。



４ 事業概要

５ 事業成果指標

６ 事業成果の総括評価

※判定欄　…　○：良好　　△：改善を要する　　×：抜本的な改革が必要

（単位：千円 ）

区分 事業名 事業概要 R2 決算 R3 予算

合　　　計 24,231 30,700

目標（上段）及び実績（下段）

評価

53 66 65 65

54 54 51 （　　R3　　）

100 100 100 100

100 100 100 （　　R3　　）

※評価　…　Ａ：目標達成　　Ｂ：目標未達成　　Ｃ：目標未達成（乖離大）

団体の自己評価 県所管課による評価

判定 評価 判定 評価

○

以下のとおり経営目標の達成率を示す。
①事業成果については、助成事業実施件数
51件で、目標達成率78％であった。
②事業活動については、助成事業利用者満
足度のアンケート調査の結果、100％であ
り、おおむね目標を達成した。

○
事業実施件数が目標比78%となっているが、
R3年度は60件の事業実施を予定しており、
改善が見込まれる。

自主事
業

指定事業(助成事
業)

農業関係機関、団体等が農業施策等の実現を図
るため実施する事業を支援する。

9,000 13,000

自主事
業

一般事業(助成事
業)

農業者グループ、農業団体等が基本方針に沿っ
た自主的な活動を展開するために必要な経費の
一部を助成する。

14,748 17,200

自主事
業

事務局事業
県民に広く本県の農林水産業を紹介し、農業や農
村に対する理解促進を図るため、パンフレットを作
成する。

483 500

指標の名称（単位）
目標値
（年度）H30 R1 R2

・助成事業実施件数　　　　　　　
（件）

C

・助成事業利用者満足度　　　　
（％）

A



７ 団体の必要性の評価

※判定欄　…　○：良好　　△：改善を要する　　×：抜本的な改革が必要

８ 団体改革の進捗状況（過去の行政経営推進委員会からの意見への対応状況）

※○：対応済　　△：対応中　　×：未対応

団体の自己評価 県所管課による評価

判定 評価 判定 評価

○

農業振興の助成事業を主として実施してお
り、本県農業を振興するため、ＪＡや農業法
人への助成を行っている。助成事業の利用
者からは高い満足度を得ており、今後も、本
県農業を振興し、生産性、収益性の高い農
業の育成等に資するために、重要な役割を
担っている。

○

農業振興のための助成事業を全県的に実
施している団体は他になく、本県農業を振興
するため、生産性・収益性の高い農業の育
成や経営意欲のある農業者等の育成・確
保、魅力ある農村環境の整備のために重要
な役割を担っていると判断する。

対応状況

団体記載 県所管課記載

-

行政経営推進委員会意見
（経営健全性に係る意見を除く）



Ⅲ　点検評価（経営の健全性）
１ 財務状況

 単年度収支　　　

 経常損益

 事業収益

 事業外収益

 特別収益

 収入計

 事業費用

 事業外費用

 特別損失

 支出計

（ 単位：千円 ）

評価

(d-h) 622 -9 -125 B

(a+b-e-f) 622 -9 -125 B
今年度新規に什器備品（パソコ
ン）を購入したため、減価償却費
が増加している（261,250円）。

公益目的事業会計 0 0 0 

収益事業等会計 0 0 0 

法人会計 622 -9 -125 

 剰余金 105,844 111,106 113,969 A

※評価　…　Ａ：プラス　　Ｂ：特別な要因によるマイナス　　Ｃ：マイナス

主な増減理由等

 資産 4,114,378 4,118,928 4,121,069 4,116,469 

 流動資産 43,309 43,295 43,008 40,438 

 固定資産 4,071,069 4,075,633 4,078,061 4,076,031 

 負債 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 流動負債 0 0 0 0 

 固定負債 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 正味財産/純資産 2,114,378 2,118,928 2,121,069 2,116,469 

 基本財産/資本金 2,008,534 2,007,822 2,007,100 2,006,364 

 剰余金等 105,844 111,106 113,969 110,105 

 運用財産 0 0 0 0 

(a) 0 0 0 0 

うち県支出額 0 0 0 0 

(県支出額/事業収益) (.%) (.%) (.%) (.%)

(b) 33,469 32,596 32,796 37,651 

うち基本財産運用益 24,449 23,573 23,731 24,612 

(c) 0 0 0 0 

うち基本金取崩額 0 0 0 0 

(d=a+b+c) 33,469 32,596 32,796 37,651 

(e) 32,847 32,605 32,921 40,239 

うち人件費 6,951 6,961 6,981 7,551 

(人件費/事業費用) (21.2%) (21.3%) (21.2%) (18.8%)

(f) 0 0 0 0 

(g) 0 0 0 0 

(h=e+f+g) 32,847 32,605 32,921 40,239 

収支差 (d-h) 622 -9 -125 -2,588 

区　　　　分 H30 決算 R1 決算 R2 決算 備考（特別な要因）

健
全
性
指
標

区　　　　分 H30 決算 R1 決算 R2 決算 R3 予算

支
出

資
産
の
状
況

収
支
の
状
況

収
入



２ 経営改善の取組の実施状況と評価

３ 赤字の要因（前年度の単年度収支、経常損益が赤字の団体のみ記載）

４ 経営の健全性の総括評価

※判定欄　…　○：良好　　△：改善を要する　　×：抜本的な改革が必要

５ 団体改革の進捗状況（過去の行政経営推進委員会からの意見への対応状況）

※○：対応済　　△：対応中　　×：未対応

基本財産運用益を事業の主財源としているため、経営の健全性は保たれているが、今後も金利の低
下による運用益の減少が予想される。このため、短期的には運用益に合わせた事業量の見直しを行
うとともに、長期的には金利変動リスクに影響されにくい基本財産の運用（債券運用のラダー方式化）
を進めている。
　また、基本財産運用益の一部を次年度以降の助成事業財源となる農業振興助成事業積立資産(特
定資産）として積み立て、運用益が減少するなど事業資金が不足した場合には当該資産を取り崩し、
助成事業資金に充てることとしている。

今年度新規に什器備品（パソコン）を購入したため、減価償却費が増加している（261,250円）。(これま
で使用していたパソコンは減価償却を終えており、令和2年度に除却を行った。）

団体の自己評価 県所管課による評価

判定 評価 判定 評価

○

基本財産運用益を事業の主財源としている
ため、健全性は保たれている。
近年のマイナス金利情勢により、運用益の
減少が予想されるが、事業資金が不足した
場合に備え、農業振興助成事業積立資金を
積み立てている。

○

左記にあるよう、基本財産運用益により事
業を実施しており、健全性は確保されてい
る。
今後の運用益の低下が懸念されるが、中長
期計画の中で事業量の見直し等も進めてお
り、さらに、農業振興助成事業積立資金も確
保されていることから問題ないと判断する。

対応状況

団体記載 県所管課記載

-

行政経営推進委員会意見
（経営健全性に係るもの）



Ⅳ　改善に向けた今後の方針

１ 点検評価を踏まえた経営の方向性

２ 今年度の改善の取組

今後の展望、中期的な経営方針（団体記載） 団体の方針に対する意見等（県所管課記載）

債権の利息収入で事業を実施しているが、令和元
年度以降も当該収入は減少し、令和3年度～4年
度は公益法人移行後最低レベルになると予想さ
れる。
よって今後の事業運営方針を次の通り設定する。
①収支相償の協会運営を可能にするため、基本
財産運用益および受取寄付金等の収入に応じて
予算規模を決定する。
②収入の内、基本財産については、元本が確実
に回収可能な債券による各年2億円前後の運用を
実施する。
③指定事業による支出は寄付金を原資として最
小規模で実施する。
④一般事業については、収入に応じた予算規模
の範囲以内で実施する。
⑤農業振興助成事業積立資産を活用し、金利低
下等のリスクに備え収支相償の協会運営を担保
する。

左記にあるよう、今後も金利低下により債権の運
用利息での事業実施は厳しい状況となることが思
慮される。
そのために、予算規模の見定め、基本財産の運
用方針を確実に設定する必要がある。
また、今後の事業継続およびリスクに備えるため
に、農業振興助成事業積立資産を確保し、収支相
償の協会運営を担保する必要がある。

団体の取組（団体記載） 団体の取組に対する意見等（県所管課記載）

今年度の取組について下記に示す。
①指定事業は寄付金のみを原資として、総額
1,300万円で実施することが決定している。
②一般事業は、現場から使い勝手の良さ等が評
価されているが、より効果的な事業展開に資する
こととする。
③緊急助成については、今年度は原則実施しな
い。
④支出のうち人件費が大きなウェイトを占めてい
るが、平成29年度下期より人事体制を見直して経
費削減に努めている。

指定事業については、寄付金1,300万円の中で実
施することを決定しているため、確実な管理が必
要である。
一般事業については、申請されてきた事業を慎重
に審査し、適切に実施する必要がある。
支出について、より効率的、効果的な事業運営が
求められる。



Ⅴ　組織体制及び県の関与

１ 役職員数及び県支出額等

２ 点検評価（団体記載）

３ 点検評価（県所管課記載）

（単位：人、千円）

区　分 H30 R1 R2 R3 備考（増減理由等）

常勤役員数 0 0 0 0

うち県ＯＢ 0 0 0 0

うち県派遣 0 0 0 0

常勤職員数 1 1 1 1

うち県ＯＢ 1 1 1 1

うち県派遣 0 0 0 0

県支出額 0 0 0 0

補助金 0 0 0 0

委託金 0 0 0 0

その他 0 0 0 0

県からの借入金 0 0 0 0

県が債務保証等を
付した債務残高 0 0 0 0

※役職員数は各年度４月１日時点、県支出額は決算額（当該年度は予算額）、借入金・債務残高は期末残高

項　目 評価 評　価　理　由

※ 評価欄 … ○：基準を満たしている　　△：基準を満たしていないが合理的理由がある　　×：基準を満たしていない

項　目 評価 評　価　理　由

※ 評価欄 … ○：基準を満たしている　　△：基準を満たしていないが合理的理由がある　　×：基準を満たしていない

 定員管理の方針等を
 策定し、組織体制の
 効率化に計画的に取
 り組んでいるか

○ 必要最低限の体制で運営している。

 常勤の役員に占める
 県職員を必要最小限
 にとどめているか

○ 該当なし

 常勤の職員に占める
 県からの派遣職員を
 必要最小限にとどめ
 ているか

○ 県OB職員の在籍はあるが、派遣職員は該当なし。

 県からの派遣職員に
 ついて、必要性、有効
 性が認められるか

○ 該当なし

 県からの補助金等の
 支出や借入金等につ
 いて、必要性、有効性 
 が認められるか

○ 該当なし



Ⅵ　更なる効果的事業の実施に向けた取組

１ 外部意見把握の手法及び意見

２ 事業やサービスの見直し例

区　分 実施 結果公表 実施内容 主な意見・評価

 ○：実施している／公表している　　―：実施していない／公表していない

農作物鳥獣被害対策事業、農地集積・耕作放棄地活用等推進事業、食農教育支援事業について、Ｎ
ＰＯ法人や地域づくり団体等の市民団体にも助成対象を拡大した。

外部評価委員会 - -

利用者ｱﾝｹｰﾄ ○ ○
平成26年度より利用者満足度調
査を実施している。

ほぼ100%の満足度を得ている。

利用者等
意見交換会

- -

その他
(　　　　　　　　　)

- -


